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Ⅰ 福祉サービス第三者評価結果からの工夫している取組み事例等の紹介について 

 

１ 趣 旨 

○ 社会福祉基礎構造改革の結果、福祉サービスの質の向上を図ることが社会福祉制度改正の理

念の一つとして位置付けられ、これを推進していくため、社会福祉法に「福祉サービス評価」

（自己評価、第三者評価）の実施が創設されました。この「福祉サービス評価」、特に福祉サ

ービス第三者評価事業を推進するため、国及び都道府県により、実施体制の整備及び受審促進

の取組みが進められてきました。 

本県においても、平成１６年６月以後、県から支援を受け、県とかながわ福祉サービス第三

者評価推進機構（以下「第三者評価推進機構」という。）が協働して第三者評価の受審促進、

普及啓発に取り組むと共に、第三者評価結果をホームページ等で公表してきました。平成２２

年度末までの第三者評価結果の公表件数は各福祉分野累計で６８７件となっています。 

（高齢福祉：105 件、障害福祉：65 件、児童福祉：514 件, 保護：３件） 

○ 公表されている評価結果には、第三者評価を受審した個々の福祉サービス事業所のサービス

の内容、提供の方法等に関して、「優れている点、独自に取り組んでいる点」（以下「工夫して

いる取組み」と言い換える。）が明らかにされており、それぞれの事業所の工夫、努力してい

る事項が示されています。 

○ 福祉サービス第三者評価の目的は、第三者評価を受審することにより福祉サービス事業者の

サービスの質の向上への取組みを促進すると共に、評価結果を公表することを通じて、福祉サ

ービス利用者のサービス選択を支援することですが、こうした評価結果に表された「工夫して

いる取組み」の情報は、受審した個々の事業所のサービスの特長を示すものであり、利用者の

サービス選択を支援することにとどまらず、広く他の事業所にも知っていただき、事業所に取

り入れていただくことにより、福祉サービスの質の向上への取組みにつながるものと考えられ

ます。 

そこで、本年度は、障害福祉サービス事業所におけるサービスの質の向上への取組みの参考

としていただくため、障害福祉サービスの第三者評価結果に表された「工夫している取組み」

を整理し、広く紹介するものです。また、併せて第三者評価結果で提案されている｢改善すべ

き事項、工夫や改善が望まれる点｣等の中から、複数の受審事業所に共通している課題を参考

として添付いたしました。最後に、今回の工夫している取組み等の紹介にあたり、第三者評価

結果報告書から記載の事例を使用させていただきました関係の評価機関並びに福祉サービス

事業者の皆様方に厚くお礼申しあげます。 

    
２ 評価結果からの「工夫している取組み」の整理の方法 

  「工夫している取組み」の紹介にあたっては、個々の福祉サービス事業所の評価結果に表さ

れた取組みの中から、次のような視点、方法により分析し整理を行った結果から紹介します。 

（１）工夫している取組みの整理の視点          

①現行の法令、通知等に示された基準や、標準の取組みと比較して、基準等を充足するだけ

でなく、独自の工夫を加えている点が認められる。 

②現行制度に対し先駆性、独創性（独自性）のある取組みをしている点が認められる。 

③工夫した取組により成果があげられていることが認められる。 

（２）工夫している取組みの整理の方法 
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   上記の視点により「工夫している取組み」として認められる事例の整理にあたっては、 

①第三者評価推進機構が定めた「共通評価対象領域」及び「日常生活支援」の７つの領域毎

に、現行の法令、通知等に示された原則や基準等の取りまとめを行い、 

②「共通評価対象領域」及び「日常生活支援」の領域毎に、工夫している取組みの基本の考

え方又は着眼点を設定し、それに沿って工夫している事例を分類、整理しました。 

 （例） 

  

 

１ 本領域における指定基準、標準的なサービス内容の基準等 

 テーマ 

 

指導監査基準、指定基準及び標準的なサービス内容の基準

（標準的な基準） 

根拠規定・通知等 

１ 苦 情 解 決

システム 

 

 

 

 

 

【取組み基準】 

○苦情解決のための要綱の整備 

○苦情解決責任者の設置 

○苦情受付担当者の設置 

○第三者委員の設置・・複数名選任 

○苦情の受付窓口の設置 

○苦情を受け付けた場合に苦情の内容を記録する 

○利用者へ苦情解決の仕組みについて周知 

 

身障運営基準第１０条 

知障運営基準第１０条 

障施運営基準第４１条 

指定障施運営基準第５２

条 

社会福祉事業の経営者に

よる福祉サービスに関す

る苦情解決の仕組みの指

針(H12.6.7 厚生省障害

福祉部長、社・援局長等

通知 

２ 本領域における工夫している取組み等の事例 

テーマ 

 

工夫している取組みを取り上

げる際の基本の考え方、着眼点 

工夫している取組み等の事例（特に工夫して成果が

表れているもの） 

１ 

苦情解決 

 

 

 

 

 

１苦情や要望を申し出やすい

環境づくり 

①当事者オンブズマン、オンブ

ズパーソンによる定期的な訪

問と相談の受け入れ 

・意見が伝えにくい利用者への

相談受け入れ 

 

■開設以来、ピアカウンセラーが訪問し（月３回程

度）、意識的に施設側とは距離を置き、当事者同士

の関係を大事にしながら利用者の相談、心のケア

を行っている。意思が伝えにくい利用者に職員が

どのように支援しているかチェックする役目を自

主的に担っている。 

また、権利擁護ネットワークによるオンブズパ

ーソン活動（月１回程度）を活用し、人権への配

慮をしている。オンブズパーソンへは、Ｅメール

でも相談することができ、Ｅメール利用者は来所

時以外でも E メールによる相談が可能となってい

る。（身体系：入所） 

  ※工夫している取組み等の事例を取り上げた事業所のサービス種別については次のように表記

した。［身体系］：身体障害者支援施設、支援事業所を示す。［知的系］：知的障害者支援施設、

支援事業所を示す。［入所］［通所］：入所施設か通所施設かを示す。 

領域３ サービスマネジメントシステムの確立 
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 Ⅱ 福祉サービス第三者評価結果からの工夫している取組み事例等の紹介 
 
 
 
１ 本領域における指定基準、標準的なサービス内容の基準等 

テーマ 指導監査基準、指定基準及び標準的なサービス内容の基準（標準的な

基準） 

根拠規定・通知等 

 

１人権尊重と虐

待・体罰・人

権侵害等の防

止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原則】 

○人権侵害の防止 

・利用者の意思及び人格の尊重、当該利用者の立場に立った障害福祉

サービスの提供に努めなければならない。 

・利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため責任者の設置等必要な体

制の整備、その従業者に対する研修の措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

・入所中の児童に対する虐待その他心身に有害な影響を与える行為を

してはならない。 

・児童福祉施設の長による入所中の児童に対する懲戒に係る権限を濫

用してはならない。 

 

【取組み基準】 

○人権の擁護、虐待の防止 

・人権の擁護、虐待防止のための責任者の設置等必要な体制整備 

・人権擁護に関する職員研修の実施 

○職員の人権意識、知識や技術の向上 

・人権意識向上のための掲示物による職員の自覚・自省を促す 

・人権に関する倫理綱領、行動規範の作成と周知徹底 

・職員に対する人権研修の実施 

・特別な支援を必要とする障害者（児）に関する知識や技術の向上 

・職員が支援にあたっての悩みや苦労（メンタルヘルスの維持）を相

談できる体制の整備 

○権利侵害行為、虐待等の早期発見・早期対応 

・早期発見の取組み 

・権利侵害、虐待を受けた障害者の保護 

・施設内の調査 

○身体拘束その他入所者の行動を制限する行為の禁止 

・身体的拘束を行う場合の態様、時間、心身の状況、やむを得ない理

由等の記録の作成 

・障害者（児）に強制力を加える場合の施設内ガイドラインの作成 

○人権尊重、人権侵害防止に向けて関連制度の利用 

・苦情解決制度の利用、連携 

・サービス評価の利用 

・成年後見制度の利用 
 

身障運営基準第２、２５条 

知障運営基準第２、３６条 

障施運営基準第３、３９条 

指定障施運営基準第３、 

４８条 

 

児童福祉施設最低基準第

９条の２，９条の３、 

障害者（児）施設における

虐待の防止について（Ｈ

17.10.20厚労省通知） 

障害者（児）施設等の利用

者の権利擁護について

（H20.3.31厚労省通知） 

 

２利用者のプラ

イバシーの確

保 

 

【原則】 

○利用者に関する秘密保持義務 

・業務上知りえた入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない 

・職員であったものが、業務上知りえた入所者又はその家族の秘密を

身障運営基準第９条 

知障運営基準第９条 

障施運営基準第４０条 

指定障施運営基準第４９

領域１ 人権の尊重  
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３人権尊重の取

組みの明文化

と職員全員へ

の周知 

 

 

漏らすことが無いよう必要な措置を講じなければならない。 

 

【取組み基準】 

○利用者に関する情報の適切な取り扱い 

・業務上知りえた情報の取り扱いの不適正防止対策 

・個人情報の守秘義務についての職員周知 

○職員の人権意識向上への規定等の作成と周知 

・人権意識向上のための掲示物による職員の自覚・自省を促す 

・人権に関する倫理綱領、行動規範の作成と周知徹底 

・職員に対する人権研修の実施 

・職員が支援にあたっての悩みや苦労（メンタルヘルスの維持）を相

談できる体制の整備 

 

条 

 

 

 

 

２ 本領域における工夫している取組み等の事例 

テーマ 

 

工夫している取組みを取り上げる際

の基本の考え方、着眼点 

工夫している取組み等の事例（特に工夫して成果が表れているもの） 

 

１ 
人権尊重

と虐待・

体罰・人

権侵害等

の防止 
 

 

 

 

 

 

１職員の人権意識・サービス提供の

日常的な点検と目標の共有化 

(1)人権意識の向上に向けて日常的

な点検と目標の共有化 

・利用者への適切な対応等について

毎日、毎週、毎月の目標掲示と周

知 

 

(2)人権侵害行為等についての職員

研修と自己点検の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)暴力から心と体を守るための教

育プログラムの実施 

 

 

 

 

 

 

①施設の人権チェックリストを活用して、日常業務の振り返りと検

証を行い、毎月の人権目標の掲示と毎朝の職員と朝礼での唱和に

より、人権侵害の防止に関する職員の意識向上に取り組んでいる。

（知的系：入所） 

 

 

 

②職員に対しては、年 2 回人権研修を実施することで人権に対する

意識を向上させ、人権侵害行為の防止等を図っている。年 1 回行

われている職員の自己点検「利用者支援に関するアンケート」で

は、「利用者への言葉遣いは丁寧・穏やかにしているか」などの項

目を設け、丁寧な言葉遣いや態度で対応できているか、利用者の

立場に立った点検を行っている。さらに、「日常点検チェックリス

ト」に基づき、事故・不祥事ゼロを目指した日常点検の実施に取

り組んでいる。現在は、9 割以上の職員・実習生は、人権の尊重が

できていると評価しており、結果は業務年報などにも掲載して公

開している。（知的系：入所） 

 

③NPO法人の協力を得て、様々な暴力から自分の心と身体を守るた

めのプログラム、「CAP(Child Assault Prevention=子どもへの暴力

防止プログラム)」のワークショップを、職員向け２回、地域向け

１回を実施し、入所児童向けは３回実施予定としている。また、

看護師と学校が連携し、第二次成長期を迎える利用者や性的問題

行動のある児童に対し、個別の性教育を行っている。（知的系：入

所） 

 

（その他の事例） 

④利用者の人権尊重を施設信条として定めて、人権尊重について就

職時に教育を行い、職員会議や係長就任会議等でも信条に基づい
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た実践を徹底している。全職員で毎朝唱和し意識を高めている。

（知的系：入所） 

２人権侵害行為の禁止方針の明確化

と職員周知の工夫 

 

 

 

 

 

⑤「体罰について（通知）」で、体罰行為を一切禁止しているほか、

万が一発生した場合の厳正な罰則措置についても明文化してい

る。また、同「通知」を、各居住ユニットのスタッフルームに掲

示しているほか、施設内パソコンにも掲示され、随時確認できる

ようにして、周知に努めている。（知的系：入所） 
                   
（その他の事例） 
⑥身体的拘束等の防止、廃止については施設の重点課題として捉え、

施設独自の「身体的拘束等廃止マニュアル」を作成し、周知する

と共に「身体的拘束廃止委員会」を定期的に開催する。（身体系：

入所） 

 

３人権擁護に関する身近な相談活

動の実施 

・第三者委員、オンブズマンによる 

定期的相談活動の実施 

 

⑦権利擁護ネットワークよりオンブズパーソンの来訪を月 1 回設定

して、利用者一人ひとりから意向・要望を汲み取り、運営に反映

する仕組みがある。（知的系：入所） 

 

（その他の事例） 

⑧毎月、施設にオンブズパーソンの訪問を受け利用者の意見代弁を

して頂く等、人権擁護の対策をとっている。（知的系：入所） 

 

４利用者の権利尊重のための独自の 

仕組みづくり 

・利用者権利の尊重に向けたサービ

ス管理システム相互の検証とチェ

ック 

 

 

 

 

⑨独自に開発した「ライフサポート」「リスクマネジメント」「サー

ビスマニュアル」「サービス評価」「苦情解決」などのシステムを

基盤としてサービス提供を行い、システム間の相互検証を行うこ

とにより、利用者の権利保障のチェック、セーフティネットの機

能を確保している。（身体系：入所） 

 

（その他の事例） 

⑩施設運営に対する利用者参加を徹底しており、利用者の要望や意

見は自治会で取りまとめられ、施設との協議結果については全利

用者に報告が行われる。毎月の「居住者会議」で利用者から直接、

要望や意見を受ける機会を確保している。（身体系：入所） 
 

２ 
プライバ

シー個人

情報の保 

護等 
 

 

１利用者のプライバシーの確保、個

人情報保護の仕組みの整備 

・利用者不在時の居室入室方法 

・入浴、排泄、衣類着脱は同性介助

の完全実施 

 

⑪居室に入室する際は必ずドアノックと声掛けを行う、また利用者

不在時や備品補充のための入室は必ず職員２名で入室することを

徹底している。（身体系：入所） 

 
（その他の事例） 
⑫利用者の入浴、排泄、衣類着脱は完全に同性による支援が達成で

きている。（身体系：入所） 
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１ 本領域における指定基準、標準的なサービス内容の基準等 

テーマ 指導監査基準、指定基準及び標準的なサービス内容の基準（標準的な

基準） 

根拠規定・通知等 

１個別支援計画の

策定、見直し 

 

 

 

 

 

【原則】 

○利用者の意向、適性、障害の特性等を踏まえた個別支援計画を作成

し、これに基づき施設障害福祉サービスを提供する。その効果につ

いて継続的な評価実施する等により利用者に対し適切かつ効果的に

施設障害福祉サービスの提供しなければならない。 

○サービスの提供にあたって、利用者の心身の状況、おかれている環

境、他の福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならな

い。 

○個別支援計画に基づく適切の支援の提供の実施及びサービス提供

が漫然かつ画一的なものにならないよう配慮しなければならない。 

○サービス提供にあたっては懇切丁寧を旨とし、利用者又は家族に対

し理解しやすいよう説明を行わなければならない。 

 

【取組み基準】 

○施設支援計画等の作成 

・入所者の心身の状況、希望等を勘案し、その同意を得て施設支援計

画を作成 

・施設支援計画の作成にあたって職員による会議の開催 

・作成後は実施状況の把握と入所者の課題に応じた見直しの実施 

・施設支援計画に基づいた適切な支援の提供 

 

○施設障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成 

・サービス管理責任者による個別支援計画の作成 

・個別支援計画の作成にあたって利用者に関する適切な方法でアセス

メントを行い、自立した日常生活に向け適切な支援内容の検討 

・利用者の面接によるアセスメントの実施 

・利用者及び家族の意向、総合的な支援方針、生活の質向上への課題、

施設福祉サービス毎の目標等を記載した個別支援計画の原案の作

成 

・個別支援計画作成に係る会議の開催と意見聴取 

・利用者、家族への個別支援計画の原案の説明と文書による同意の 

確保 

・個別支援計画の作成後の利用者への交付 

・個別支援計画のモニタリングと６月に１回以上（自立訓練（機能訓

練、生活訓練）、就労移行支援を提供する場合は少なくとも３月に

１回以上）の計画の見直しの実施と必要に応じて計画の変更 

・モニタリングにあたって定期的に利用者への面接と定期的にモニタ

リング結果の記録の作成 

 

身障運営基準第２４条 

知障運営基準第３５条 

障施運営基準第１８条 

指定障施運営基準第３、 

１４、２２、２３条 

 

 

 

 

領域２ 意向の尊重と自立生活への支援に向けたサービス提供  
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２ 本領域における工夫している取組み等の事例 
テーマ 工夫している取組みを取り上げる際

の基本の考え方、着眼点 

工夫している取組み等の事例（特に工夫して成果が表れているもの） 

１ 
個別支援

計画の策

定、見直

し 
 
 
 
 
 

１利用者の思いや望む暮らしの実現

に向けた支援計画づくりの工夫 
 
 
 

①年度当初に行う「アセスメント」により、利用者の心身状態や意

向を反映した個別支援計画を作成し、内容については、担当職員

とサービス管理責任者から利用者に別個に説明を行ってから合意

を得るという二重確認を行っている。個別支援計画は、年度末総

合評価と半期に一度のモニタリングのほかに、利用者の心身の状

態変化の発生時など、必要に応じてカンファレンスによる検討を

もち、即時に見直し、対応できる体制を整備している。 

個別支援計画策定時のアセスメント及び毎月の定期的な面接等

で、本人のこれまでの生活習慣や望んでいる暮らし方を確認し、

個別支援計画に盛り込んでいる。利用者によっては、希望する暮

らしの実現に向け、本人が自ら計画内容を立案することを支援す

るなど、エンパワメントの視点を盛り込んだ個別支援計画の策定

を行っている。（身体系：入所） 

    
（その他の事例） 
②施設開所直後より、利用者間の介助量の不均衡という課題の解消

に向け、ユニットケアプロジェクトを立ち上げるなどの取り組み

を段階的に行ってきた。これらの積み上げにより、「ケア重視型」

「独立型」「ケア自己管理型」「自立支援型」の４種６ユニットの

リビングケア体制を全職員参加のもとで実行している。（身体系：

入所） 
２利用者・保護者との合意を目指す

支援計画づくり 
 
 
 
 
 
 

③健康管理、医療面での管理が必要な利用者が多いことから、看護

職員が利用者の状態を把握し、アセスメントの段階から利用者と

一緒に行い本人と内容を確認しながら、個別支援計画を作成して

いる。アセスメントの内容から、リハビリ支援の内容につなげて

いる。個別支援計画は施設側からの一方的な計画にならないよう、

利用者の「できること」を中心に作成し、「できること」「できな

いこと」を明確にして、目標には「本人の力の向上の観点」を入

れ、エンパワメントの視点で支援を行っている。（身体系：入所） 

 

④個別支援計画は、居住者と担当職員の 1対1でのカンファレンス、

詳細なアセスメントを基礎に「一人ひとりの居住者への深い理解」

に重点をおき、関係する職員間の「ケア会議」で綿密に検討され、

詳細な計画を作成し運用されている。特に「個人別介助マニュア

ル」は、居住者一人ひとりの食事・排泄・入浴・移動・コミュニ

ケーション・服薬・発作・医療・精神的支援等 13の項目にわたり、

その人に対する支援の方法とその留意点をきめ細かく詳細に記述

されて、運用されている。個別支援計画は利用者一人ひとりを尊重

したものであり、個人別介助マニュアルは、具体的なその人にあった

最適な介助方法を定めている。（身体系：入所） 

 
３定期的モニタリングの充実と実績

評価の共有 
 
 

⑤個別の支援計画に基づいた週間プログラムを作成、実施している。

日々の活動の実施の中から、利用者の希望や活動の様子を把握し、

詳細な記録の記載と定期的な確認を行っている。毎日の生活の記

録である活動日誌と毎月のスタッフ会議録、3ヶ月ごとの中間のま
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とめの記録、個々のケース記録が作成され、職員間で情報の共有

と話し合いの時間を持つことで、利用者に合った支援計画の見直

しに繋げている。（知的系：通所） 
 

⑥計画に沿った支援内容が実践されているかを全職員で評価し、ケ

ース総括表を作成している。評価は利用者ごとの作業、運動、生

活のそれぞれの領域ごとに実施されている。評価結果をもとに、

ケース総括表に年度ごとの個別支援計画に対する実績と中期的課

題、年度課題を記述し、課題に対する次年度の支援計画を明記し

ている。毎月１回外部専門家を招いてスーパーバイザー会議を開

催し、自閉症に関する勉強会を行っている。勉強会では、自閉性

障害についてのケース検討を行い、利用者ごとの障害特性につい

て話し合っている。（知的系：通所） 
２ 
本人の意

向 の 尊

重、満足

度向上 
 
 
 
 
 
 

１利用者意見・要望の把握方法等の

工夫 
(1)担当職員によるニーズ把握の工

夫、充実 
 
 
 
(2)利用者自治会による意見・要望の

取りまとめ 
 

 
 
(3)第三者委員、オンブズマンによる

利用者意向の受けとめ体制の整備 
 
 
 
(4)利用者家族への情報提供と・要望

等の把握の工夫 
 

 

 

 

⑦利用者とは個別に面談する時間を多く取り、ニーズや思いをいつ

でも表出できるように配慮している。全利用者に一人ずつ担当職

員がつき、日頃の生活の中で相談を受ける他、利用者と担当職員

の個別面談の機会も設けており、毎日午後４時から対応・実施し

ている。（知的系：入所、通所） 
 
⑧フロア毎に利用者の自治会があり、自治会では利用者間で支援の

希望の調整を図ったり、職員への希望が話し合われている。これ

ら利用者の主体的な取組みを職員がサポートしている。（身体系：

入所） 
 
⑨定期的に権利擁護ネットワークのオンブズマンの訪問や月一回の

「利用者自治会」、日々の生活の中から利用者の思いを受け止める

体制等が整備されている。（知的系：入所） 

 

⑩家族には日々の支援サービス内容を「生活支援サービス報告書」

として毎月送付し、利用者情報の共有化を図っている。その際「意

向・要望書」を同封し、家族の希望・要望を常にくみ取るように

している。（知的系：入所） 
 
（その他の事例） 
⑪利用者ごとに２名のケース担当職員を配置し、利用者がなじみの

職員になんでも相談でき、意見を言えるような関係づくりに配慮

している。また、「生活行動記録」に利用者の日々の生活を時間毎

に詳細に記録し、一つ一つの利用者の行動や思いを把握し、利用

者が早く施設の生活に馴染めるように配慮している。（知的系：入

所） 

⑫利用者の意向の把握（利用者調査）や不正防止策については、利

用者集会（原則として月1 回開催）、施設長・生活支援部長との懇

談会（年2 回程度実施）」、オンブズパーソン促進事業（年8 回実

施）、第三者委員苦情解決事業などを通じて、実施されている。（知

的系：入所） 
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１ 本領域における指定基準、標準的なサービス内容の基準等 
テーマ 指導監査基準、指定基準及び標準的なサービス内容の基準（標準

的な基準） 

根拠規定・通知等 

１苦情解決システム 

 

 

 

 

 

【取組み基準】 

○苦情解決のための要綱の整備 

○苦情解決責任者の設置 

○苦情受付担当者の設置 

○第三者委員の設置・・複数名選任 

・利用者・家族から直接、苦情を受け付ける体制となっている 

○苦情の受付窓口の設置 

○苦情を受け付けた場合に苦情の内容を記録する 

○利用者へ苦情解決の仕組みについて周知 

・苦情解決体制についてポスターにより情報提供 

・保護者に、苦情解決のお知らせの配布 

・苦情解決責任者、受付担当者、第三者委員の氏名、連絡先等を

周知 

 

○苦情解決の記録及び第三者委員・苦情申し出者への報告 

○苦情解決結果の公表・・・事業報告書、広報誌に実績を掲載 

 

身障運営基準第１０条 

知障運営基準第１０条 

障施運営基準第４１条 

指定障施運営基準第５２

条 

 

社会福祉事業の経営者に

よる福祉サービスに関す

る苦情解決の仕組みの指

針(H12.6.7 厚生省障害福

祉部長、社・援局長等通知) 

 

２事故防止、安全管理

対策 

 

 

 

 

 

【取組み基準】 

○事故発生時の県、市町村、利用者家族への速やかな連絡と必要

な措置の実施 

○事故対応への規定、指針等の整備 

○事故を未然に防止する効果的取組みの実施 

・事故事例やヒヤリ・ハット事例の収集と分析 

・ＯＪＴ（職場内教育、業務を通しての人材育成） 

・ＱＣ活動 

・職員への取組みの周知徹底（職員会議、防止月間、標語、ポス

ター、講演会、携帯用マニュアルの職員配布） 

 

○事故再発防止のための対策措置 

○事故発生状況及び事故対応処置の記録作成 

○施設内外の構造物、設備等の安全確保 

・施設設備の安全確保、近隣地域の危険個所の把握、施設外活動

における安全確認、不審者に対する体制の整備等の実施 

 

身障運営基準第１２条 

知障運営基準第１２条 

障施運営基準第４３条 

指定障施運営基準第５４

条 

 

福祉サービスにおける危

機管理（リスクマネジメン

ト）に関する取組み指針

（H14.3.28 厚労省福祉サ

ービスにおける危機管理

に関する検討会） 

 

 

３施設設備、機器の 

整備 

 

 

 

 

【取組み基準】 

○各法令に基づく施設設備の基準 

・訓練・作業室、居室（定員４人以下、１人当たり床面積９．９

㎡以上）、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室（間仕切りとの設

置）、多目的室その他必要な設備 

・廊下  １．５ｍ以上、中廊下の場合は１．８メートル以上 

・入所者等の特性に応じて工夫、日照、採光、換気等保健衛生及び防災に

身障運営基準第３，４， 

１５、３７条他 

知障運営基準第３，４、１３

２５条他 

障施運営基準第４、１０条 

指定障施運営基準第６条 

 

領域３ サービスマネジメントシステムの確立  
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十分考慮した構造設備 

・耐火建築物又は準耐火建築物 

・当該施設専用の設備 

・施設に必要な備品の整備 

○手すり等の身体の機能の不自由を助ける設備の設置 

 

４生活支援マニュア

ルの整備 

 

  

５感染症対策・衛生 

管理 

 

 

・インフルエンザ対策 

・ノロウイルス対策 

・レジオネラ症対策 

・食中毒対策 等 
 
 

 

 

【取組み基準】 

○利用者の使用する設備、飲用水の衛生的な管理に必要な措置 

・井戸水使用の場合の水質検査（公的機関により年２回以上）、貯

水槽の清掃（年１回以上） 

○感染症の発生、蔓延防止のための措置 

○レジオネラ症防止対策として浴槽の清掃、浴槽消毒、浴槽水の

水質検査、浴槽水の換水等の実施 

 

○調理従事者等の検便検査（月１回） 

○施設の日常清掃及び大掃除の定期的実施（６月に１回） 

○ネズミ、昆虫の駆除（半年に１回） 

 

○職員の健康管理の徹底、健康状態により利用者との接触の制限、

手洗い、うがいの励行等の衛生教育、年１回以上衛生管理研修

の実施 

 

身障運営基準第３４、４１

条 

知障運営基準第２１、４３

条 

障施運営基準第３７条 

指定障施運営基準第４５

条 

 

レジオネラ症予防のため

の技術上の指針（Ｈ

15.7.25 告示） 

大量調理施設衛生管理マ

ニュアル（Ｈ9.3.24 厚労

省通知） 

社会福祉施設等における

感染症等発生時に係る報

告（Ｈ17.2.22 厚労省通

知） 

 

６防災対策、緊急時の 

救命救急体制 

 
 

 

 

 

【取組み基準】 

○非常災害用設備の整備と点検 

・防火管理者による消防用設備の点検（６か月に１回の自主点検）

と消防署に点検結果の報告（年１回） 

○非常災害に関する具体的計画の策定 

・消防計画の作成と届け出、実情に応じた見直し 

・非常災害に関する具体的計画の作成 

・地震防災応急計画の作成と施設等強化に応じた見直しの実施 

○非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制の整備 

・近隣住民、近隣施設との協力体制の設置 

○非常災害時の連絡体制等の職員への定期的周知 

○利用者の病状の急変等の場合の医療機関への連絡等の対応 

・緊急時の協力医療機関の定めの実施 

○非常災害に備えた避難、救出等の定期的訓練の実施 

・避難訓練及び消火訓練を年２回以上実施義務 

・入所施設における夜間の訓練の実施（夜間想定も可） 

○非常用食品及び非常用物品の備蓄 

 

身障運営基準第６条 

知障運営基準第６条 

障施運営基準第７、３２、 

３８条 

指定障施運営基準第３７、

４４、４６条 

 

 

消防法、同施行令、同施行

規則 

社会福祉施設における防

火安全対策の強化（Ｓ

62.9.18 厚生省通知） 

社会福祉施設における地

震防災応急計画の作成（Ｓ

55厚生省通知） 
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２ 本領域における工夫している取組み等の事例 
テーマ 
 

工夫している取組みを取り上げる際

の基本の考え方、着眼点 
工夫している取組み等の事例（特に工夫して成果が表れているもの） 

１ 

苦情解決 

 

 

１苦情や要望を申し出やすい環境づ

くり 
(1)当事者オンブズマン、オンブズパ

ーソンによる定期的な訪問と相談

の受け入れ 
・意見が伝えにくい利用者への相

談受け入れ 
 

 

 

①開設以来、ピアカウンセラーが訪問し（月３回程度）、意識的に施

設側とは距離を置き、当事者同士の関係を大事にしながら利用者

の相談、心のケアを行っている。意思が伝えにくい利用者に職員

がどのように支援しているかチェックする役目を自主的に担って

いる。 
また、権利擁護ネットワークによるオンブズパーソン活動（月

１回程度）を活用し、人権への配慮をしている。オンブズパーソ

ンへは、Ｅメールでも相談することができ、Ｅメール利用者は来

所時以外でもE メールによる相談が可能となっている。（身体系：

入所） 
 

（その他の事例） 

②苦情解決担当者、苦情解決責任者、第三者委員２名を顔写真入り

で掲示し、利用者や家族に周知している。第三者委員が、毎月、

園を訪れる他、オンブズマンの相談員も月に１回、定期的に訪れ

ている。（知的系：入所） 

２利用者の意見や苦情を積極的に把

握することの工夫 
 

 

 

 

 

③生活支援担当職員が利用者の要望や苦情を毎日確認するほか、苦

情解決第三者委員（協力員）が定期的に施設を訪問し、利用者の

相談に直接応じている。 
 園全体で利用者が意見を述べやすい体制を整えている。（身体系：

入所） 
 
④利用者や家族との面談、意見箱の利用、第三者委員との定期的な

面談（年２回）や日常支援の中で利用者が自由に要望を申し出る

体制がつくられている。同時に利用者からの要望を受けとめるだ

けでなく、法人のサービス向上委員会による利用者の意向調査や

虐待の有無に関するアンケートを実施し、その結果を踏まえた話

し合いを行うなど、積極的に苦情や要望把握し、利用者の要望に

沿った個別支援計画の策定と見直しを行っている。 
（就労移行支援・障害者相談支援） 

 

３苦情解決第三者委員の活用の工夫 
・第三者委員を苦情解決だけでな

く、施設運営への助言などに活用 
 

 

 

 

 

⑤日常からの意向把握を重視し、月１回の利用者面接行い、要望、

苦情をきめ細かく聞く機会を設けている。当事者オンブズマンの

導入を含め、第三者委員は十分な体制を確保し、直接的な苦情相

談のみでなく施設運営について多面的に助言を受けるなど、第三

者委員を積極的に活用している。法人全体で苦情解決結果を資料

化し、常に問題意識を持って業務を行う環境づくりに努めるとと

みに苦情の迅速な解決に向け取り組んでいる。（身体系：入所） 
 

２ 
事故防止

安全管理

対策 
 

 

１事故、ヒヤリハットの未然防止の

ための日常的な対応の改善、充実 
(1)ヒヤリ、ハット情報の迅速な収集

と事故報告 
・事故防止、ヒヤリハットに関する

職員報告がしやすい工夫 

 
⑥「事故予防が最大の支援」との施設方針のもとに、リスク管理委

員会を発足させ、事故防止に取り組む。ヒヤリハット情報をより

多く収集することで事故防止策を多面的に検討し、職員の意識付

けを図るため、書きやすい簡易な書式、報告が職員の不利になら

ないことを報告書に明記している。これによりヒヤリハット報告
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(2)ヒヤリ、ハット情報の分析と共有

化 
・ヒヤリハットの判断基準を見やす

い方法で共有化 
 

 
 
 
 
（注）服薬事故の未然防止について

は、【領域７ 日常生活支援】の４

健康管理・服薬管理を参照 

は増加傾向にあり、職員意識も向上しつつある。 
リスク管理（事故防止）の指針では、事故発生時の連絡、対応・

報告方法や緊急対応手順を図式化したり、事故の種類別に処置・

防止のための留意事項を明記している。また、事故防止チェック

リストでは内容を食事関係、医療関係に分け、利用者毎の障害特

性に応じた注意事項、具体的対応策を明記している。（知的系：入

所） 
 
（その他の事例） 
⑦リスクマネジメントマニュアルを策定し、利用者の状態把握やヒ

ヤリハットの集計分析結果を基に、利用者の個別リスクを把握し、

支援計画や個別ケアマニュアルに明記し、リスク管理を徹底して

いる。（身体系：入所） 

３ 

施設設備、

機器の整

備 

 

１利用者の ADL に合わせた対応に

向けた各種福祉機器、備品等の充

実 
(1)利用者の転倒防止のための居

室・設備の改善、整備 
(2)利用者身体状況に合わせた居室

整備、プライバシー確保に向けた

改修 

⑧介助浴槽、リフタ―付き浴槽、浅底浴槽など利用者のADLに合わ

せた対応が可能となるよう整備している。（知的系：入所） 
 
⑨利用者が快適に過ごすことができるよう、各居室に単独のエアコ

ンを設置している。また、利用者の身体状況に応じて、居室を和

式から洋式に改修するなど、園での生活がふつうの暮らしとなる

よう、サポートを行っている。（知的系：入所）         

２地域生活移行に向けた施設整備等

の工夫 
 

 

 

 

 

 

⑩居住スペースは地域生活への移行を想定し、4～7人構成の小規模

ユニットとして、キッチンや洗面所･トイレ･浴室を完備したDK･

LDK（ダイニングキッチン又はリビング＋ダイニングキッチン）

タイプで、グループホームをイメージした構造設計となっている。

また、ガイドヘルプを導入した外出支援を通じ、利用者の生活能

力向上も図っている。（知的系：入所） 

 
（その他の事例） 
⑪施設内の２Ｋアパートの一室をイメージした宿泊訓練室で、利用

者が食材の買い出しや自炊など、自立生活を想定した生活体験の

機会を設定し、具体的実践を通してグループホーム移行への意欲

向上を図る工夫をしている。（知的系：入所）          

４ 

生活支援

マニュア

ルの整備 

 

 

１各種マニュアルの定期的見直し、

検証のためのチェックシステムの

整備 
・マニュアル検証のための業務改善

提案制度やマニュアルのチェック

システムの実施 

⑫サービスマニュアルと提供の実態にずれが生じていないかの検証

のため、業務改善提案制度やマニュアル検証というサービスマニ

ュアルのチェックシステムを整備している。（身体系：入所） 
 

５ 

感染症対

策（衛生

管理） 

 

・インフル

エンザ対

策 

・ノロウイ

ルス対策 

１発生予防に向けての対策等の共有

と衛生面の工夫 
(1)手洗い、清潔への工夫、充実 
 

⑬感染症マニュアルは、インフルエンザをはじめ、肝炎（A～C型）

や疥癬等の皮膚疾患、MRSA（メシチリン耐性黄色ブドウ球菌）な

ど、施設内感染の可能性がある16種類について網羅し、その概要

や予防策、施設内での具体的な対策等が詳細に記載され、情報を

共有している。（知的系：入所） 

 
（その他の事例） 
⑭浴室、トイレには暖かいタオルを常時用意して清潔、衛生面に配 

慮している。（知的系：入所） 
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・レジオネ

ラ症対策 

・食中毒対

策  等 

６ 

防災、緊

急時対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

１防災訓練、避難訓練の工夫、充実 
 

⑮避難訓練が月に１度実施され、地震と火災訓練が交互におこなわ

れている。また、内部研修にて、護身術を学び、不審者の侵入時

など、不測の事態にも対処でき、多角的な危機管理の取組みを行

っている。（知的系：通所） 
 
（その他の事例） 
⑯火災や地震発生を想定した地域連合の防災訓練が年２回あるほ

か、施設独自の取組として、利用者の夜間避難訓練を実施してい

る。（身体系：入所） 

 

２施設における救命・救急体制の工

夫、充実 
(1)職員による応急措置の資格取得

と他職員への救命講習の実施 
 

 
(2)看護職員の２４時間勤務体制の

実施 
 

 

 
⑰職員が市消防署の応急手当普及員の資格を取得して、他の職員へ

の普通救命講習や、誤嚥時の窒息対応の講習を園内で開催してい

る。また、職員が人工呼吸用携帯マスクを常に携帯し、緊急時の

迅速な対応に備えている。（知的系：入所） 

 

⑱精神的配慮も含めた、利用者各人の詳細な情報を記した「災害時

個人カード」がファイルされ、災害時や緊急時に持参することで、

どの職員でも救急隊や病院への説明等、適切な対応がとれるよう

に準備されている。救命救急事態発生時の記録は事故届け、日誌

に記載してファイルされている。（知的系：通所） 
 
（その他の事例） 
⑲疾病に対する医療的ケアとして看護職員の勤務を２４時間体制と

している（身体系：入所） 
 

 

 

 

 

 
 
 

１ 本領域における指定基準、標準的なサービス内容の基準等 

テーマ 指導監査基準、指定基準及び標準的なサービス内容の基準（標準的な

基準） 

根拠規定・通知等 

 

地域との交流・

連携 

 

 

 

 

【取組み基準】 

○地域との交流、連携 

・地域住民、地域の自発的な活動等との連携、協力 

・施設設備を地域へ開放 

 

○市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等との連携 

 

身障運営基準第１１条 

知障運営基準第１１条 

障施運営基準第１５、４２

条 

指定障施運営基準第１５、

５３条 

 

 

領域４ 地域との交流・連携  
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２ 本領域における工夫している取組み等の事例 
テーマ 

 

工夫している取組みを取り上げる際

の基本の考え方、着眼点 

工夫している取組み等の事例（特に工夫して成果が表れているもの） 

 

地域との

交流・連

携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１中・高校生、大人までのボランテ

ィアの積極的受け入れと小学生向

け教育体験プログラムの実施 
 

①ボランティア室を設置し、ボランティア活動が活発に行われるよ

う取り組んでいる。２０年度には１４団体延べ９００人のボラン

ティア活動があった。中・高校生の体験ボランティアの受け入れ、

地域の小学生を対象に「かながわ子供ワクワク体験プロジェクト」

を毎年実施している。（知的系：入所） 
 

２必要なボランティアを自ら育成す

る取り組みの実施 
 
 
 

②地域サービス課を設置し、ボランティア受入れや地域交流をはか

っている。ボランティアルームを整備し、ボランティア活動の環

境整備に努めている。ガイドヘルパーの養成研修を実施し、ガイ

ドヘルプボランティアの確保に取り組んでいる。（知的系：入所） 

 

３施設機能、専門性を生かした地域

福祉への貢献活動の実施 
 
 
 
 
 

③福祉ニーズに応じた相談事業、施設の地域開放、地域住民向けに

様々なイベントの実施、地域の障害者と家族を対象に季節行事の

開催、自閉症児の保護者、関係職員対象の「自閉症連続勉強会」

の開催、自閉症児親の会のボランティアの受け入れ、障害児向け

に夏休み特別企画など、福祉事業における地域の拠点の役割発揮

に努めている。（就労移行支援・障害者相談支援） 
 
（その他の事例） 
④地域に向けて相談窓口を設置し来所・訪問相談事業への取り組み、

年４回の地域交流コンサートの開催、地域に向けての出前講座と

して救命救急講習会の実施（年１８回）など地域福祉への取組み、

地域との交流を推進している。（知的系：入所） 
⑤地域住民を対象に発達障害、嚥下障害、障害者自立支援法等の研

修を開催、他機関と連携し、事例発表を通じた研究会議・リハセ

ミナーを開催している。（身体系：入所） 
 

 

４地域交流の推進により、施設、障

害者理解の促進 
 
 
 
 
 
 

⑥地域への施設機能の提供と地域の人々との交流を積極的に行い、

施設、障害者への理解促進に取り組んでいる。施設行事への地域

住民の参加の働きかけ、地域のリサイクルバザーなどへの出店、

マンション管理組合との共催による講演会、地元町内会の祭りへ

の参加、地域防災協定締結し、防災用備蓄食料のストックと町内

会と合同での避難訓練の実施、利用者と職員による近隣スーパー

の空き缶回収、通学路の枯葉掃除、雪かきなど地域との交流に力

を入れている。（知的系：入所） 
 
（その他の事例） 
⑦地域自治会を対象として「成年後見地域啓発研修」の開催、地域

の施設職員を対象に「社会福祉士受験対策講座」の開催、相談支

援センターでの相談事業など、施設の機能、人材の地域への提供

と共に施設理解の促進を図っている。（知的系：入所） 
⑧自閉症療育の普及と啓発を目的として療育講座の開催、自閉症に

関する書籍、ビデオテープを市民に貸し出している。（知的系：通
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所） 
⑨強度行動障害や感染症について園内で公開講座を開催し、地域の

施設職員や関係機関が参加できる場を提供している。（知的系：入

所） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 本領域における指定基準、標準的なサービス内容の基準等 

テーマ 指導監査基準、指定基準及び標準的なサービス内容の基準（標準的な

基準） 

根拠規定・通知等 

 

運営上の透明性の

確保と継続性 

【原則】 

○利用申し込み者に対する施設障害福祉サービスの種類ごとに、運営

規程の概要、従業者の勤務体制、その他重要事項を記した文書を交

付して説明を行い、サービス提供の開始について同意を得なければ

ならない。 

○提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

 

【取組み基準】 

○福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。 

・サービスの自己評価、第三者評価の自主的な実施 

○福祉サービスの内容、事業等に関する適切な情報提供の実施 

・法人の業務、財務等に関する情報の公表 

○常に利用者の心身の状況、おかれている環境等の的確な把握に努

め、利用者又は家族に対し相談に適切に応ずると共に必要な助言、

援助を行う。 

○運営に関する重要事項について運営規程の整備 

・施設の目的及び運営の方針、サービスの種類、利用定員、費用の種

類及び額、中間実施サービスの事業の実施地域 

・緊急時対応方法、非常災害対策、虐待防止の措置等 

 

○施設運営に必要な帳簿の整備 

・職員、設備、備品、会計に関する諸記録の整備 

・個別支援計画、身体拘束、苦情の内容、事故の状況及びとった措置

等の記録 

 

 

社会福祉法第４４，７５，

７８条 

身障運営基準第７条 

知障運営基準第７条 

障施運営基準第８条 

指定障施運営基準第７、 

２２、２５、４１条 

 

 
 
 
 

領域５ 運営上の透明性の確保と継続性  
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２ 本領域における工夫している取組み等の事例 
テーマ 

 

工夫している取組みを取り上げる際

の基本の考え方、着眼点 

工夫している取組み等の事例（特に工夫して成果が表れているもの） 

１ 
自己評価

等の実施

及び説明

責任 
 

 

 

 

１職員参加による自己評価結果を、

業務改善等に向け活かす工夫 

(1)自己評価、利用者評価等を同時に

行い、課題解決、改善までの工程

を明示 

 

 

 

(2)業務の振り返りを定期的に行い、

職員は月次報告の中で支援内容の

見直しと、翌月の計画へ反映 

 

 

 

 

 

(3)職員の自己評価結果を人権擁護

委員会で分析、検討し、評価の総

括と評価結果の開示 

 

 

 

(4)職員の自己評価結果を理事会、第

三者委員、オンブズマンの相談員、

家族会に説明 

 

 

 

①職員参加による毎年１回の自己評価を継続しており、さらに利用

者評価を始め複数の評価を同時に実施している。評価で明らかに

なった課題について確実に改善を図るために、自己評価システム

の中に評価後の課題解決、改善までの工程が包括されている。（身

体系：入所） 

 

②業務の振り返りを定期的に行っている。職員は月次報告の中で自

己の支援内容を見直し、上位者に報告し、翌月の計画を立ててい

る。主任以上の職員は週次報告書を作成し、毎週の支援の内容の

振り返りを行っている。週次報告、月次報告で定期的に支援内容

の振り返りを行い、課題を検討し、次の支援につなげている。改

善点は保護者会で家族に報告・説明している。（知的系：入所・通

所） 

 
③「介護支援等自己評価及び利用者等による介護支援評価実施要領」

に基づき、施設として年１回自己評価を行っている。各職員が介

護支援について自己評価し、その結果を人権擁護委員会で分析、

検討し園として評価の総括を行う。評価結果は利用者や家族等に

開示される。（身体系：入所） 

 

④園長、事務長、副園長が協議し、評価した内容を職員に提出する

ことにより、職員相互が自己評価を実施する仕組みを構築し、実

施している。評価結果は、理事会に報告されるとともに、家族会

においても説明され、園内にも掲示されている。（知的系：通所） 

 

（その他の事例） 

⑤職員は、自己の業務への取り組みを年２回、自己評価している。

また、インシデントレポートなどをもとにして、会議の場で検討

し、マニュアルの改善につなげている。（知的系：入所） 

⑥園独自の施設サービス自己評価により、年１回、全職員で提供す

るサービス内容等の自己評価を行い、第三者委員、オンブズマン

の相談員に内容を説明すると共に、家族会に説明している。（知的

系：入所） 

 

２ 

経営改善、

情報提供 

 

 

 

 

 

 

１重要な意思決定等について職員間

の情報共有と意識付けの工夫 

 

 

 

 

⑦毎朝、出勤職員全員で「朝の打ち合わせ」を行い、内容を「朝の

打ち合わせ報告資料」にまとめている。また、「援助日誌」に支援

内容を記録し、全職員が日誌を確認している。施設全体で情報を

共有し、部署に拘らず、気付いたことや気になる点を伝え合う仕

組みを作っている（毎朝の打ち合わせ終了後、全課長、主任間で

再度、リスク事項等の点検、確認を実施し懸案の情報、課題を共

有する）。職員が同じ方向を向き、自由な雰囲気を大切にして利用

者主体のサービスを提供している。（知的系：入所・通所） 
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２市民向け機関誌を作成し、障害者

福祉に関し啓発活動の実施 

 

 

 

⑧市民に施設機関誌（年６回発行）を通して、活動状況、自閉症者

の障害特性、施設機能について、全国の自閉症者支援活動の紹介、

成年後見制度等について社会環境の整備に向けた積極的な啓発活

動に取り組んでいる。（知的系：入所） 

 

 

 

 

 

 

 

１ 本領域における指定基準、標準的なサービス内容の基準等 

テーマ 
 

指導監査基準、指定基準及び標準的なサービス内容の基準（標準的な

基準） 
根拠規定・通知等 

 
職員の資質向上

の促進 
 
 
 
 
 
 

【取組み基準】 

○職員の適正配置 

・国指定基準に定める各職種別職員数の確保と基準数の夜勤職員の配

置 

・夜勤者とは別に管理宿直者の配置 

○各施設の資格要件を満たした職員の配置 

○就業規則、非常勤職員就業規則、給与規程等の整備 

○職員研修 

・職員研修について具体的計画の作成 

・職員に対し研修機会の確保 

・研修報告書の作成 

 

身障運営基準第１６，２０、

３８，３９条他 

知障運営基準第２８，２９、

３１条他 

障施運営基準第１１，１２、

３５条 

指定障施運営基準第４、 

４２条 

労働基準法 

社会福祉施設における防火

安全対策の強化（Ｓ62.9.18

厚生省通知） 

 
 
２ 本領域における工夫している取組み等の事例 

テーマ 
 

工夫している取組みを取り上げる際

の基本の考え方、着眼点 
工夫している取組み等の事例（特に工夫して成果が表れているもの） 

１ 

職員研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１職員研修の実施にあたって効果的

な実施方法の採用 

(1)他施設等との交換研修 

 

 

(2)新任職員育成における指導者の 

設置 

 

 

 

(3)外部専門家の活用 

 
 

 

 

 

 

①他施設と協働して複数名の職員交換による相互の支援技術の確

認･学習を行う「交換研修」を実施して、施設の機能や職員サービ

スの質向上など、実際の業務に反映している。（知的系：入所） 

 

②新規採用職員には中堅の職員がトレーナーとして１対１で１年間

かかわる仕組みをとっている。最初の１ヶ月はトレーナーと同じ

業務につきその後は適時助言や指導を受けて業務を修得する。（身

体系：入所） 

 

③外部のスーパーバイザーを招き、全職員を対象に事例検討会研修

を年６回開き、シフトに合わせて時間をずらし、同内容でイブニ

ング研修も実施して助言、指導を受けている。（知的系：入所） 

 

（その他の事例） 

④グループ系列の事業所内で職員交換研修を実施する。職員の要望

領域６  職員の資質向上の促進   
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があれば他事業所内での研修も実施している。（知的系：入所） 

⑤新任職員にはエルダー制（先輩職員が新人に一人ずつ付き、１年

間成長をサポートする）を採用する等、人材育成に積極的に取り

組んでいる。（身体系：入所） 

２非常勤職員までを対象とした研修

計画の実施 

 
 

 

 

 

⑥研修委員会により、階層別研修を計画・実施している。非常勤職

員を含む全職員が対象の研修、新人職員向けの研修、非常勤職員

向けの研修など、人権研修をはじめ社会的マナーから支援の専門

研修まで幅広い内容で研修を企画している。研修終了後には、委

員会で振り返りを行い、次の研修に活かすようにしている。（知的

系：入所・通所） 

 

３人材育成計画に職員育成方針を明

示し、それに基づき研修を実施 

 

 

 

 

⑦職員行動規範に期待する人材像を明示し、職員に専門性向上への

意識付けに力を入れると共に、職員に複合施設の共通研修への参

加を義務付けている。また、事業グループ毎にチームを編成し年

度の活動目標を設定し、年度末の職員研修発表会で活動成果を発

表する。複合施設の特徴を生かし、広い視野を持った人材の育成

を目指している。（知的系：通所） 

 

（その他の事例） 

⑧施設の人材育成計画には、「求められる職員像」として、管理職、

指導的職員、中堅職員、新任職員の各階層別に研修課題、研修施

策が策定され、研修が実施されている。（知的系：入所） 

⑨人材育成計画については、職員一人ひとりの経験、能力に応じた

役割、期待水準、研修事項計画等を盛り込んだ「職員個別育成プ

ラン」を作成し、施設長が育成プランをもとに各職員と面接し、

人材育成を行っている。（身体系：入所） 

 

２ 

人事管理

体制、職

員処遇等 

 

 

 

 

 

 

 

 

１職員の意向把握、気軽に話し合え

る雰囲気作りなど働きやすい職場

づくりの工夫 

 

⑩面談（年２回）による意向調査や、職場内で気軽に話し合える雰

囲気づくり、育児中の職員には勤務時間に配慮するなど離職率は

低く安定して働きよい職場になっている。（知的系：入所） 

 

２ 目標管理制度の導入による職員

のモチベーションの向上の工夫 

 

 

 

 

⑪職員の目標管理と自己統制のマネジメントを促進することを目的

に、目標管理制度を導入している。年度始めに職員一人ひとりが

年間目標を設定し、業務の重点目標や達成方法、能力開発目標な

どを記述した目標管理シートを作成する。年度末に、本人と上司

が面談して目標の達成状況を評価し、配属など法人の人事考課シ

ステムに活かしている。目標管理制度の導入による職員のモチベ

ーションの高さが、正規職員の定着率の高さにつながっている。

（知的系：入所） 

 

（その他の事例） 

⑫正規職員、契約職員を含め全職員が年間目標を目標管理シートに

記述し、年３回の管理者との面接を通して達成度を評価する仕組

みを採用している。職員と管理者の面接により率直に意見を交わ

す場になり、職場の課題の共有、課題解決に向けた業務改善に取

り組んでいる。（知的系：通所） 

⑬「資質」「職務能力」「対人関係能力」など、自己の目標に添って

２人の評価者に効果測定される仕組みになっており、自己の目標

の実現とそれを評価されることにより、職員の意欲を高める仕組

みとなっている。（知的系：通所） 



19 
 

 
 
 
１ 本領域における指定基準、標準的なサービス内容の基準等 
テーマ 

 
指導監査基準、指定基準及び標準的なサービス内容の基準（標準的な

基準） 
根拠規定・通知等 

 
日常生活支援 
 
 
 
 
 

【原則】 

○介護は利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活

の充実に資するよう適切な技術を持って行われなければならない。 

○食事 

・正当な理由が無く、食事の提供を拒んではならない。（施設入所支

援を提供する場合） 

・食事提供にあたり予め内容及び費用の説明を行い同意を得なければ

ならない。 

・食事の内容は利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に

提供を行う。利用者の年齢及び障害の特性に応じた適切な栄養量、

内容を提供するため必要な栄養管理を行わなければならない。 

・調理は予め作成された献立従って行わなければならない。 

○入浴 

・適切な方法により利用者に入浴させ、又は清しきしなければならな

い。 

○排泄 

・利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により排泄の自立について

必要な援助を行わなければならない。 

・おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り換えなけ

ればならない。 

○離床、着替え、整容等の支援 

・必要な支援を適切に行わなければならない。 

○健康管理 

・常に入所者の健康の状況に注意し、健康保持のための適切な措置を

講じなければならない。 

・施設入所支援の利用者に対し、毎年２回以上定期に健康診断を行わ

なければならない。 

○訓練 

・利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 

・自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）又は就労移行支援の

提供にあたっては、利用者に対しその有する能力を活用することに

より、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利

用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。 

 

○生産活動 

・生産活動の機会の提供にあたっては、地域の実情，製品及びサービ

スの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。 

・生産活動に従事する者の作業時間、作業量等が過重にならないよう

に配慮しなければならない。 

・能率の向上が図られるよう利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を

行なわなければならない。 

障施運営基準第２１、３１

条 

指定障施運営基準第２６、

２８，３４，３６条 

 

領域７  日常生活支援    
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・生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければな

らない。 

○工賃の支払い 
・生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産

活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃

として支払わなければならない。 
○社会生活上の便宜の供与等 
・適宜利用者のためのレクリエーション活動を行うよう努めなければ

ならない。 
・利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等につ

いて、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者

の同意を得て代わって行わなければならない。 
・常に利用者の家族との連携を図ると共に、利用者とその家族との交

流等の機会を確保するよう努めなければならない。 
 

 
２ 本領域における工夫している取組み等の事例 

 テーマ 

 

工夫している取組みを取り上げる際

の基本の考え方、着眼点 

工夫している取組み等の事例（特に工夫して成果が表れているもの） 

１ 
食事支援 
 
 
 

１利用者の状況に応じて食べやすい

食事の提供と食事方法等の工夫 
(1)利用者一人ひとりの摂食機能に

応じて食形態を用意すると共に食

事時間、誤嚥防止等の工夫 
 
 
 
 
 
 
 
(2)嚥下機能低下を防ぐための食事

前の口の運動等の取組み 
 
 
 
 
 

 
 
①食事は利用者の特性に応じて、常食やエネルギー制限食、たんぱ

く制限食、低残さ食などの食種や一口大、刻み、ペースト食など

の食形態を用意し、「利用者食事形態票」で内容をまとめている。

利用者全員が歯科医の摂食機能診断を受け、誤嚥を防止し適切な

食事を提供できるようしている。（知的系：入所） 
②家族の確認を得て特別食カードを作成し、摂食機能に応じた食形

態、除去食、アレルギー食が提供されている。理学療法士の指導

による摂食訓練や個人のペースに合わせて食事時間をずらすなど

の対応をしている。（知的系：通所） 
 

③嚥下機能低下を防ぐため、食事前に口の運動や歌を歌うことが実

施されている。利用者の嚥下状態にあわせ、素材を変えず軟らか

くする、パサツキをなくすなどの工夫をした軟菜食が提供されて

いる。「食事嗜好調査」を実施し医療食生活担当会で検討している。

（知的系：入所） 

 
（その他の事例） 
④嚥下困難な利用者向けの介護食として、口どけ食を考案し、筋力

低下やじゅくそう予防等に高い効果をあげている。（知的系：入所） 
⑤食事の提供においては、５種類のカロリー分類に加え、貧血食等

の対応をしている。また、６種類の食形態を基本に、利用者一人

ひとりの状況を捉え、個別の食事提供をしている。（身体系：入所） 

⑥栄養士２名が連携し、食への取り組みを行っている。それぞれの

疾患に応じて、４種類の食種（常食・減塩食・糖尿食・腎臓食）

と、５種類の食形態（普通食・一口大食・刻み食・極刻み食・ミ

キサー食）にて食事を提供している。食種ごとに色分けした献立

表を掲示し、トレイも色分けしている。（身体系：入所） 
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２ゆとりある食事時間の確保 
 
 

⑦食事時間は、昼・夕食時に１時間半のゆとりをとり、利用者個々

のペースに合わせてゆっくりと食事ができるよう配慮している。 

（知的系：入所） 

３利用者の意見の反映や食事アンケ

ート調査等による献立の工夫 
 
 
 

⑧利用者代表が給食会議に参加することにより利用者の意見を食事

に反映できるようしている（身体系：入所） 
⑨毎日の食事は週１回以上、選択メニューを実施している。必要に

応じて自助食器の使用や高さ調整の台を設置し、利用者が自分で

食事ができるように工夫している。年５回開催される給食委員会

には利用者代表が参加している。（知的系：入所） 

⑩食事の提供は、個々の利用者に合わせて食事形態を決め、嗜好に

より食事の内容が偏りがちな方には代替食を提供し、栄養量の確

保に努めている。週１回（毎週金曜日）の夕食に「肉か魚」の選

択メニューを取り入れ、月に２回「リクエストメニュー」の日を

設け、食への楽しみにつながるよう工夫している。（知的系：入所） 

 
（その他の事例） 
⑪昼食時には副菜の選択（３品）を実施しており、特別食の方につ

いてはその場で刻み食の対応をしている。（身体系：入所） 
４食事を通じて家族参加、社会性の

確保を目指す工夫 
 
 
 
 
 
 

⑫バイキングメニューを活用し、食べることに着目して、食育、家

族再統合、社会性確保などの支援を行っている。 

寮ごとに実施されているバイキングでは、手作りにこだわり、利

用者一人ひとりがアンケートであげた「自分が一番食べたいもの」

を必ずメニューに盛り込み、子どもたちの楽しみの一つとなって

いる。ふだん学園にあまり足を運ばない家族も参加することが多

く、家族の90％が参加する寮もあり、家族との交流を図る良い機

会となっている。家族と共に食事をすること、自分で必要な量を

盛り付けるなどするなかで、食べ方や食事のマナーを学ぶ良い機

会となっている。（知的系：入所） 

 
２ 

入浴支援 

 

 

 

 

 

１毎日の入浴を基本とし、利用者の

状況に応じた時間帯の入浴の工夫 
 

⑬入浴は毎日、実施している。夕食前と夕食後の時間帯に利用者の

希望に応じて入浴できるよう対応している。浴室にはシャワーチ

ェアや介護マットを置き、安全面に配慮している。一般浴槽で支

援が困難な場合には、機械浴槽を使用して、入浴の支援を行って

いる。（知的系：入所） 

 

（その他の事例） 

⑭毎日の入浴を基本とし、介助の必要な利用者は夕食前に、その他

の利用者は夕食後に利用できるように配慮し、余裕を持って入浴で

きるようしている。（知的系：入所） 
⑮同性介助を原則として、入浴は利用者のペースで入れるように午

前、午後、夜と三部構成で入浴時間が設けられている。個人風呂

が設置され、利用者の要望や状況によって対応している。（知的

系：入所） 

３ 

排泄支援 

 

１定時の排泄誘導ではなく、本人か

らのサインによる支援 
 

⑯定時の排泄誘導ではなく、本人の表情や態度からサインを読み取

って行うようにしている。介助開始前に本人の意思を確認して支

援に入るよう配慮している。（知的系：通所） 
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４ 

健康管理 

服薬管理 

 

 

１口腔衛生、摂食の改善など口腔ケ

アを共同して取り組む工夫 
 

 

 

⑰口腔ケアに力をいれており、歯科医と連携して口腔ケアアセスメ

ント、トレーニング及びモニタリングを行い、口腔衛生だけでな

く、発声や咀嚼、摂食の改善に取り組んでいる。利用者を５グル

ープに分け、月１回のモニタリングの実施、６カ月毎に成果を評

価している。食事の前に口腔体操の実施、口腔ケア機能アセスメ

ントでは利用者全員の口腔ケアの問題点と対策を明確にし、職員

全員で取り組む意識を持ってしている。また、口腔ケアについて

家族会の中で話をし、家庭とのケアの共有を図っている。 
（身体系：通所） 
 

２看護師の巡回による利用者の健康

管理 
 

⑱看護師が１日３回、各寮を巡回し利用者の健康状態の把握を行っ

ている。（知的系：入所） 

３服薬事故を未然に防止するための

工夫 
 

 

⑲利用者の服薬管理を確実に行うため、服薬の手順は「与薬システ

ムの確認事項」に従い、５段階の手順を職員２人で実施する事を

基本としている。１７項目からなる与薬チェック表、検温表、排

泄チェック表等を用いて利用者の詳細な状態把握に努め、服薬事

故の件数を減らした実績がある。（知的系：入所） 
 
（その他の事例） 
⑳服薬事故を未然に防止する取組みとして、職員意識を高めるため

「クスリハット」を作成し、服薬方法から処方、看護師によるダ

ブルチェックなどの流れを見直し、各課に周知すると共に掲示し

ている。（知的系：入所） 

５ 

日中活動

支援 

 

 

 

 

 

１利用者個々のニーズに応じて、日

中活動の内容、編成等の工夫 
(1)作業だけにとらわれない班編成

と参加方法の工夫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)多彩なレクレーションプログラ

ムと個別参加、全体参加プログラ

ムの実施 
 
 
 
(3)企画段階から利用者が関わるよ

う支援 
 
 

 

(21)日中活動は、農業･陶器製造を行う「農耕･陶芸班」、ペットボト

ルやアルミ缶などの回収･分別を行う「リサイクル班」、自動車部

品等の組み立てを行う「外注班」、作業分室では、紙漉きや陶芸品

の販売を行う班など、いくつかの作業班に分かれ、活動を実施し

ている。また、作業だけにとらわれず、歩行練習やマッサージ･書

道･絵画など、利用者の障害特性に合わせ個別のプログラムを実施

する「アクティブ班」があり、それぞれの作業班ごとに利用者の

状況や意向に沿った日中活動を実施している。 

日中活動の参加は、利用者から直接要望を聴いて決定するほか、

意思表示困難な利用者に対しては、各作業班を可能な限り体験し

てもらい、その時の表情や行動などを把握し、家族の意向を聴き

取るなどして総合的に判断し、決定することとしている。（知的

系：入所） 

 
(22)レクレーションはゲームやカラオケ、書道、園芸など多彩なプロ

グラムが用意されており、月に１回は音楽療法士が訪問し指導し

ている。利用者の個々のニーズに応じて利用者と職員がマンツー

マンで行う個別プログラムと利用者全員が参加する全体プログラ

ムに分けて実施している。（身体系：通所） 
                        
(23)利用者の日中活動については利用者の希望をうかがい、意向を大

切にしてグループ分けを行っている。活動は１０グループにて行

い、ボランティアや理学療法士、作業療法士も加わっている。バ

スハイクや公用車外出、近隣への外出や買い物等の外出支援も実
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施している。グループ活動、外出、余暇活動の場において、職員

が考えたサービスを提供するのではなく、企画段階から利用者が

関わっていくことができるよう支援している。（身体系：入所） 
 
（その他の事例） 
(24)日中活動が困難になった方の介護予防支援として、レクリエーシ

ョンワーカー（ボランティア）による出前レク、絵手紙、裁縫等

の活動を取り入れ、利用者の日常生活の充実を図っている。（知的

系：入所） 
 

２利用者の工賃アップや作業幅の拡

大、就労意欲を高める工夫 
 
 

 

 

 

 

 

(25)賃金評価表を活用し、利用者の作業能力を詳細に把握し、利用者

一人ひとりの個別作業支援を実現している。県の工賃アップ推進

プランに応募し、パン工房の売り上げ５０％増を達成した。毎月

職員会議で利用者の能力に応じた作業のあり方を話合い、一人ひ

とりの工賃アップについて検討している。（知的系：通所） 
 
(26)一般人の就労訓練パートナー（有償ボランティア）が職員と協働

で利用者の作業支援を行っており、一般の人と作業することで、

作業室を企業に近い雰囲気にすると共に、作業の幅が広がってい

る。就労訓練パートナーは作業だけでなく、身だしなみや社会ル

ールなども必要に応じて声掛けている。（（就労移行支援・障害者

相談支援） 
 

６ 

地域生活

移行・継

続支援 

 

 

 

 

１地域生活移行に向けた自立生活の

体験機会の設定 
 

 

 

 

 

(27)グループホームへの移行意欲を向上させるために、施設内に２Ｋ

アパートの一室をイメージした宿泊訓練室で、利用者が食材の買

い出しや自炊など、自立生活を想定した生活体験の機会を設定し、

食材買い出しや自炊など具体定期実践を通してグループホーム移

行への意欲向上を図る工夫をしている。（知的系：入所） 
 
(28)自立生活訓練棟で6ケ月間の自立生活訓練を行い、地域の道路清

掃への参加、スーパー等へ買い物、食事作りを行うなどの体験が

実施され、地域社会での生活に適応できるよう支援が行われてい

る。（知的系：入所） 

 

２地域生活への移行を想定した居住

スペースの設計、整備 
 

 

 

 

 

(29)居住スペースは地域生活への移行を想定し、4～7人構成の小規

模ユニットとして、キッチンや洗面所･トイレ･浴室を完備した

DK･LDK（ダイニングキッチン又はリビング＋ダイニングキッチ

ン）タイプで、グループホームをイメージした構造設計となって

いる。また、ガイドヘルプを導入した外出支援を通じ、利用者の

生活能力向上も図っている。（知的系：入所）          

３利用者のニーズや障害を考慮し、

地域生活移行へのプログラムの用

意 
 
 

 

 

 

(30)利用者本人が地域社会の中で目標とする生活やより豊かな生活

を築いていくための「社会生活力プログラム」として、中途障害

者向けと先天性若年障害者向けにそれぞれ４つのプログラムを用

意し、利用者のニーズや障害を考慮した個別プログラムを実施し

ている。具体的には、公共交通機関の利用（移動プログラム）、買

い物・調理実習・洗濯等（テーマ学習）、施設見学、コミュニケー

ション訓練などのプログラムを組み合わせ、地域生活移行に向け、

個々の利用者ニーズをふまえたサービスを提供している。退所時
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にフォローアッププログラムを作成し、退所してからおおよそ 1

ヶ月が経過した時期に、退所後の居宅に職員が訪問し、援助計画

の実施状況や生活環境を確認している。新たなニーズが生じた場

合には、関係機関との調整も行い、地域生活への移行が円滑に行

えるよう取り組んでいる。（身体系：入所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

    障害福祉における福祉サービス第三者評価結果で提案されている共通的な 

｢改善すべき事項、工夫や改善が望まれる点｣等の内容 

(Ｈ17～Ｈ２３．３までの評価結果報告書) 

区  分 評価結果において、受審した複数施設に共通して提案されている「改善すべき事項、

工夫や改善が望まれる点」 

■サービスマネジメ

ントシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■意向の尊重と自立

生活への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事故防止対策の検討と職員への周知徹底 

○事故防止チェックリストの作成と危機(安全)管理体制の構築 

○ヒヤリハット事例の分析と日常業務への反映 

 

２ サービス支援マニュアルの整備とケアの標準化の推進 

○職員全員が活用しやすいマニュアルの整備とケアの標準化 

○生活介護に関するマニュアルの整備とサービスの標準化 

○未作成分野での個別マニュアルの作成と職員への周知確認 

 ○既存マニュアルの見直しと共有化 

 

３ 自己評価方法の改善と結果の公表 

○自己評価の過程に第三者が参加する等の自己評価方法の改善 

○自己評価結果の公表 

 

４ 障害特性に着目し、利用者の権利擁護や意向を反映できる機会を設定し、

反映する取組みの実施 

○権利擁護ネットワークのオンブズパーソン導入を図り、権利擁護と必要な提言

を受ける。 
 

５ 個別支援計画の作成・見直しに利用者・家族の積極的な意見・要望の反映 

○作成・見直しに利用者・家族の参加 

○利用者・家族の満足度を定期的に把握し、サービス向上につなげる取組み 

 ○施設運営全体に関する定期的な満足度調査の実施 

 

６ 個別対応を重視した日中活動の工夫、充実 

○日中活動は利用者一人ひとりの目標を達成するために実施するものであり、

個々の利用者への個別対応の要請を可能とする日中活動の工夫 
 ○高齢者と若年者が混在する日中活動において、高齢者の身体上の機能維持や生

きがい感を持てるような内容等の検討 
 

７ 利用者の地域生活移行への支援の推進 

○重度障害者にあっても施設における地域生活移行を進めるプランづくり 
○グループホーム・ケアホーム職員への研修の充実 
○地域生活移行のための実践的マニュアルの整備 

 ○ケアホームの防災対策のための地域での見守り体制の構築 

参考資料 １ 
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■人材育成と研修計

画、職場環境の改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域との交流、連携

関係 

 

 

 

 

 

 

８ 職員配置の工夫、改善 

 ○職員の定着率を高めるため組織全体で改善の取り組み 
 

９ 優れた福祉人材の確保・育成と職場環境の改善の取り組み 

○職員に期待される役割や人材育成の方法などを明確にした人材育成計画の策定 
○施設において職員一人ひとりをサポートするスーパービジョン体制を強化 
○内部研修や外部研修を、階層や職種に分けて整理し、体系的な研修計画を策定 
○新人職員、非常勤職員までにも各種業務マニュアルを活用した研修 

○職員のモチベーションアップへの取組みの充実 

 ・職員の目標達成度を定期的に評価する体制づくり等 

 

１０ 地域との交流を進め、地域住民の障害者への理解と、安全性の確保の 

推進 

○地域に向けた取組みや地域団体との交流の活発化により地域住民の障害者への

理解を深める 

○地域との協力体制強化により安全性の確保 

 



27 
 

神奈川県における福祉サービス第三者評価事業の概要 

１ 趣 旨 

○ 社会福祉基礎構造改革により改正・制定された社会福祉法に新たに位置づけられた第７８条

（福祉サービスの質の向上のための措置等）に基づき実施されます。 

○ 福祉サービス第三者評価とは、事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が評価調査表

を用いて調査を行い、事業者の提供する福祉サービスを、専門的かつ客観的な立場から総合的に

評価し、その結果を公表するものです。 

○ その目的は、福祉サービス事業者のサービスの質の向上への取組みを促進すると共に、利用者

のサービス選択を支援することです。 

 

２ 福祉サービス第三者評価事業の推進組織 

  かながわ福祉サービス第三者評価推進機構は、国の指針（平成１６年５月）に基づき神奈川県に

おける第三者評価を推進するための中核的組織として設立されました（平成 16 年 6 月設立）。 

推進機構は設立以来、民間の任意団体として、運営において県から支援を受け、県と協働して第三

者評価を推進してきましたが、平成２２年３月末で、社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会にそ

の事務事業を移管しました。２２年４月からは、神奈川県社会福祉協議会が第三者評価推進機構を

設置、運営し、県と協働して第三者評価を普及、推進しています。 

（１）推進機構の役割 

①第三者評価機関の認証及び取消     ⑤第三者評価内容、評価手法等の研究、情報交換  

 ②評価調査者の養成研修         ⑥第三者評価結果の苦情解決 

③第三者評価結果の公表         ⑦第三者評価機関相互の連携  

④第三者評価の普及啓発         ⑧その他、第三者評価の推進に必要な事業 

（２）推進機構の組織 

○推進機構運営委員会の設置  

公正・中立性が求められる事項及び事業推進に必要な事項を審査、審議 

県社協会長が選任、委嘱する委員１０人で組織する 

  ○審査、審議を分担するため専門部会を設置  企画・認証審査等部会、養成研修部会、障害者

グループホーム等第三者評価部会、評価結果苦情解決部会  

 

３ 福祉サービス第三者評価事業の経過 

（１）第三者評価機関の設立認証 

 平成１６年以来、２４機関の設立認証（うち６機関は活動終了）、現在１８機関が活動中 

（２）評価調査者の養成、登録  ５５２名（H２３．４現在）      

年 度 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 
合 計 

 

新規登録者数   140 171 122 89 85 80 49 736 

登録更新者数  
   

84／140 114／171  91／121  133／173 
 

年度末登録者数  140 311 433 466 494 543 552 552 

参考資料 ２ 
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（３）評価結果公表件数の推移 

区分 

平成 17 年

度 
平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

累 

計 横

浜 

川

崎 

県

域 

横

浜 

川

崎 

県

域 

横

浜 

川

崎 

県

域 

横 

浜 

川

崎 

県

域 

横 

浜 

川

崎 

県

域 

横

浜 

川

崎 

相

模

原 

県

域 

高齢 

福祉 
12 0 15 22 0 5 7 0 2 

12  

(3) 
3 2 

4 

(3) 
0 

2  

(1) 

13 

(8) 
0 0 6 

105 

(16) 

障害 

福祉 
0 0 9 6 0 3 1 1 1 1 5 

7 

(1) 
0 3 

6  

(2) 
1 1 1 19 

65 

(3) 

児童 

福祉 
3 0 0 38 15 10 

71 

(2) 
31 15 

98 

(11) 
25 9 

60 

(22) 

20 

(1) 

12 

(1) 

63 

(19 ) 

32 

(15) 
4 

8 

(1) 

514 

(72) 

(保育 

所) 
3 0 0 38 15 10 

65 

(2) 
31 15 

88 

(11) 
25  9 

56 

(19) 

20 

(1) 

11 

(1) 

58 

(16 ) 

32  

(15)
3 

8 

(1) 

487 

(66) 

保護 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0  0 0 0 0 3 

小計 15 0 24 66 15 18 
81 

(2) 
32 18 

112 

(14) 
33 

18 

(1) 

64 

(25) 

23 

(1) 

20 

(4) 

77 

(27 ) 

33 

(15) 
5 

33 

(2) 
687 

(91 ) 
合計 39 99 131(2) 163(15) 107(30) 148(44) 

※分野別の主な施設の受審件数と２回目以上の件数 ＊( )内は 2 回目以上の受審件数 

   全体６８７件のうち、２回目以上は９１件 

①高齢： １０５件（特養６５件：２回目１１件、老健２９件：２回目５件） 

②障害：  ６５件（２回目３件） 

③児童： ５１４件（保育所４８７件：２回目以上６６件 ） 

④保護：   ３件 

 

（４）評価項目の策定等 

①推進機構・評価項目策定ガイドラインの作成（５種類：母子生活支援施設、情緒障害児短期 

治療施設、児童館、高齢・障害分野、婦人保護分野）（平成２０年３月） 

②障害者グループホーム等第三者評価項目の策定（平成２３年２月） 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        障害福祉における福祉サービス第三者評価結果から 
        工夫している取組事例等の紹介 
              平成 24 年 2 月 
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  障害福祉における福祉サービス第三者評価結果からの工夫している取組み紹介事例一覧 

１ 

 

             (ページは紹介冊子のページ番号、事例の番号は紹介冊子の同事例の番号を示す) 

テーマ 

 

工夫している取組みの基本の考え

方、着眼点 

工夫している取組み等の事例（特に工夫して成果が表れているもの） 

 

１ 

人権尊重

と虐待・体

罰・人権侵

害等の防

止 

 

 

 

 

 

 

１職員の人権意識・サービス提供

の日常的な点検と目標の共有化 

 （ｐ４） 

 

 

①人権意識の向上に向け日常的な点検に取組む事例 

②人権侵害行為等に関する職員研修と自己点検の実施の事例 

③暴力から心と体を守るための教育プログラムの実施事例 

④人権尊重の施設信条を全職員で毎朝唱和し意識を高める事例 

２人権侵害行為の禁止方針の明確

化と職員周知の工夫 （ｐ５） 

⑤体罰行為を一切禁止し、掲示や施設内パソコンで周知する事例                   

⑥施設独自の「身体的拘束等廃止マニュアル」を作成している事

例 

３人権擁護に関する身近な相談活

動の実施（ｐ５） 

⑦オンブズパーソンの来訪を月1回設定して、利用者から意向・

要望を汲み取っている事例 

⑧毎月オンブズパーソンが訪問し利用者の意見代弁を行う事例 

４利用者の権利尊重のための独自

の仕組みづくり（ｐ５） 

 

⑨利用者権利の尊重に向けたサービス管理システム相互の検証

とチェックを行う事例 

⑩毎月の「居住者会議」で利用者から直接、要望や意見を受ける

機会を確保している事例 

２ 

プライバ

シー、個人

情報の保 

護等 

１利用者のプライバシーの確保、

個人情報保護の仕組みの整備 

 （ｐ５） 

⑪利用者不在時の居室入室方法に工夫している事例 

⑫入浴、排泄、衣類着脱は同性介助の完全実施の事例 

 

 

 

 

 

 

テーマ 工夫している取組みの基本の考え

方、着眼点 

工夫している取組み等の事例（特に工夫して成果が表れているもの） 

１ 

個別支援計

画の策定、

見直し 

 

 

 

 

 

１利用者の思いや望む暮らしの実

現に向けた支援計画づくり 

  （ｐ７） 

 

①利用者に対する個別支援計画の説明、合意方法の工夫と共に、

本人が自ら計画内容を立案することを支援している事例 

②「ケア重視型」「独立型」「ケア自己管理型」「自立支援型」の

４種６ユニットのリビングケア体制を実施している事例 

２利用者・保護者との合意を目指

す支援計画づくり（ｐ７） 

 

③看護職員が利用者の状態を把握し、利用者と一緒に個別支援計

画を作成している事例 

④居住者一人ひとりの食事・排泄・入浴等13の項目にわたる「個

人別介助マニュアル」を作成し、介助方法を定めている事例 

３定期的モニタリングの充実と実

績評価の共有（ｐ７～８） 

 

 

 

⑤毎日の活動日誌と毎月のスタッフ会議録、個々のケース記録等

により、利用者に合った支援計画の見直しを行う事例 

⑥ケース総括表に年度ごとの個別支援計画に対する実績と中期

的課題等を記述し、次年度の支援計画を明記している事例 

資料 ２ 

領域１ 人権の尊重  

 

領域２ 意向の尊重と自立生活への支援に向けたサービス提供  
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２ 

本人の意

向の尊重、

満足度向

上 

 

 

 

 

 

 

１利用者意見・要望の把握方法等

の工夫（ｐ８） 

 

 

 

 

⑦全利用者に一人ずつ担当職員がつき、利用者の個別面談、相談

機会を毎日午後４時から実施している事例 

⑧フロア毎に利用者の自治会があり、利用者の主体的な取組みを

職員がサポートしている事例 

⑨定期的なオンブズマンの訪問や月一回の「利用者自治会」によ

り、利用者の思いを受け止める事例 

⑩毎月、家族に「生活支援サービス報告書」を送付し、利用者情

報の共有化を図っている事例 

⑪利用者ごとに２名のケース担当職員を配置し、利用者がなんで

も相談でき、意見を言える関係づくりを行う事例 

⑫利用者の意向の把握や不正防止策について、様々な方法により

取り組んでいる事例 

 

 

 

 

テーマ 

 

工夫している取組みの基本の考え

方、着眼点 

工夫している取組み等の事例（特に工夫して成果が表れているもの） 

１ 

苦情解決 

 

 

１苦情や要望を申し出やすい環境

づくり（ｐ１１） 

 

①開設以来、ピアカウンセラーが訪問し、相談を受けるとともに、

オンブズパーソンへは、Ｅメールでも相談できる事例 

②第三者委員が、毎月、園を訪れる他、オンブズマンの相談員も

月に１回訪れている事例 

２利用者の意見や苦情を積極的に

把握する（ｐ１１） 

 

 

③生活支援担当職員が利用者の要望・苦情を毎日確認するほか、

第三者委員が定期的に訪問し、相談に応じている事例 

④利用者が自由に要望を申し出る体制と共に、法人のサービス向

上委員会により積極的に苦情や要望を把握している事例 

３苦情解決第三者委員の活用方法 

（ｐ１１） 

⑤第三者委員を苦情解決だけでなく、施設運営への助言などに活

用している事例 

２ 

事故防止安

全管理対策 

１事故、ヒヤリハットの未然防止

のための日常的な対応の改善 

（ｐ１１～１２） 

⑥ヒヤリ、ハット情報の迅速な収集と事故報告がしやすい体制を

作っている事例 

⑦ヒヤリハットの集計分析結果を基に、利用者の個別リスクを把

握し、リスク管理を徹底している事例 

３ 

施設設備、 

機器の整

備 

 

１利用者の ADL に合わせて対応

できるよう各種福祉備品の充実 

  （ｐ１２） 

⑧利用者のADLに合わせた対応が可能となるよう設備を整備して

いる事例 

⑨利用者の身体状況に応じて、居室を改修している事例                     

２地域生活移行に向けた施設整備

等の工夫（ｐ１２） 

 

⑩地域生活への移行を想定し居住スペースを設計している事例 

⑪自立生活を想定した生活体験の機会を設定し、実践を通してグ

ループホーム移行への意欲向上を図っている事例                            

４ 

生活支援

マニュア

ルの整備 

１各種マニュアルの定期的見直し

のためのチェックシステムの整

備（ｐ１２） 

 

⑫サービスマニュアルと提供の実態にずれが生じていないかの

検証のためのチェックシステムを整備している事例 

 

５ 

感染症対

策（衛生管理） 

１発生予防に向けての対策等の共

有と衛生面の工夫（ｐ１２） 

①手洗い、清潔への工夫、充実 

⑬施設内感染の可能性がある16種類を網羅する感染症マニュア

ルを作成し、情報を共有している事例 

⑭浴室、トイレには暖かいタオルを常時用意している事例 

領域３ サービスマネジメントシステムの確立  
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６ 

防災、緊急

時対応 

 

 

 

１防災訓練、避難訓練の工夫、充

実（ｐ１３） 

 

⑮内部研修にて、護身術を学び、不測の事態にも対処できる危機

管理の取組みを行っている事例 

⑯利用者の夜間避難訓練を実施している事例 

２施設における救命・救急体制の

工夫、充実（ｐ１３） 

 

⑰職員による応急措置の資格取得と施設で救命講習の実施事例 

⑱利用者各人の「災害時個人カード」がファイルされ、緊急時に

どの職員でも適切な対応がとれるように準備している事例 

⑲看護職員の勤務を２４時間体制としている事例 

 

 

 

 

テーマ 

 

工夫している取組みの基本の考え

方、着眼点 

工夫している取組み等の事例（特に工夫して成果が表れているもの） 

 

地域との

交流・連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１中・高校生、大人までのボラン

ティアの積極的受け入れと小学

生向け教育体験プログラムの実

施（ｐ１４） 

①ボランティア室を設置し、ボランティア活動が活発に行われる

よう取り組んでいる事例 

２必要なボランティアを自ら育成

する取り組みの実施（ｐ１４） 

②ガイドヘルパーの養成研修を実施し、ガイドヘルプボランティ

アの確保に取り組んでいる事例 

３施設機能、専門性を生かした地

域福祉への貢献活動の実施 

  （ｐ１４） 

 

 

 

③「自閉症連続勉強会」の開催、自閉症児親の会のボランティア

の受け入れ等、地域の拠点の役割発揮している事例 

④相談窓口を設置し来所・訪問相談事業への取り組み、出前講座

の実施など地域福祉の取組みを推進している事例 

⑤地域住民を対象に発達障害、嚥下障害の研修を開催する事例 

４地域交流の推進により、施設や

障害者理解の促進（ｐ14～15） 

 

 

 

 

 

 

⑥施設行事への地域住民の参加働きかけ、利用者と職員による通

学路の掃除、雪かきなど地域との交流に力を入れている事例 

⑦「成年後見地域啓発研修」の開催、相談事業など、施設機能の

地域開放と共に施設理解の促進を図っている事例 

⑧自閉症療育講座の開催、自閉症に関する書籍、ビデオテープを

市民に貸し出している事例 

⑨強度行動障害や感染症について公開講座を開催し、地域の施設

職員や関係機関が参加できる場を提供している事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ 

 

工夫している取組みの考え方、着

眼点 

工夫している取組み等の事例（特に工夫して成果が表れているもの） 

資料 ２ 

領域４ 地域との交流・連携  

 

領域５ 運営上の透明性の確保と継続性   
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 １ 

自己評価

等の実施

及び説明

責任 

 

 

 

 

１職員参加による自己評価結果

を、業務改善等に向け活かす工

夫(p１６) 

 

 

 

 

 

 

 

 

①自己評価、利用者評価等を同時に行い、課題解決、改善までの

工程を明示している事例 

②業務の振り返りを定期的に行い、職員は月次報告の中で支援内

容の見直しと、次の支援につなげている事例 

③職員の自己評価結果を人権擁護委員会で分析、検討し、評価の

総括と評価結果の開示を行う事例 

④職員相互が自己評価を実施する仕組みを構築し、評価結果は、

理事会、家族会においても報告、説明される事例 

⑤職員は、年２回、自己評価すると共に、インシデントレポート

などをもとにしてマニュアルの改善につなげている事例 

⑥年１回、全職員でサービス内容等の自己評価を行い、第三者委

員、オンブズマンの相談員に内容を説明する事例 

２ 

経営改善、 

情報提供 

 

 

１重要な意思決定等について職員

間の情報共有と意識付けの工夫 

（ｐ１６） 

⑦毎朝の打ち合わせを実施し、施設全体で情報を共有し、部署に

拘らず、気付いたことを伝え合う仕組みを作っている事例 

２市民向け機関誌を作成し、障害

者福祉に関し啓発活動の実施 

         （ｐ１７） 

⑧施設機関誌を通して、自閉症者の障害特性、社会環境整備など

について、積極的な啓発活動に取り組んでいる事例 

 

 

 

 

 

 

テーマ 

 

工夫している取組みの考え方、着

眼点 

工夫している取組み等の事例（特に工夫して成果が表れているもの） 

１ 

職員研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１職員研修の実施にあたって効果

的な実施方法の採用 

（ｐ17～18） 

 

 

①他施設と協働して、相互の支援技術の確認･学習を行う「交換

研修」を実施している事例 

②新規採用職員には中堅の職員がトレーナーとして１対１で１

年間かかわる仕組みをとっている事例 

③外部のスーパーバイザーを招き、全職員を対象にシフトに合わ

せて事例検討会研修を開催している事例 

④グループ系列の事業所内で職員交換研修を実施する事例 

⑤新任職員にはエルダー制を採用する等、人材育成に積極的に取

り組んでいる事例 

２非常勤職員までを対象とした研

修計画の実施（ｐ１８） 

⑥全職員を対象とする研修、新人職員向け、非常勤職員向けの研

修など幅広い内容で研修を実施している事例 

３人材育成計画に職員育成方針を

明示し、それに基づき取り組み

を実施（ｐ１８） 

 

 

 

 

⑦事業グループ毎にチームを編成し年度の活動目標を設定し、年

度末の職員研修発表会で活動成果を発表する事例 

⑧人材育成計画には、「求められる職員像」として各階層別に研

修課題、研修施策が策定され、研修が実施される事例 

⑨職員一人ひとりの経験、能力に応じた役割、期待水準等を盛り

込んだ「職員個別育成プラン」を作成し人材育成を行う事例 

領域６ 職員の資質向上の促進   
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２ 

人事管理

体制、職員

処遇等 

 

 

 

 

１職員の意向把握、気軽に話し合

える雰囲気作りなど働きやすい

職場づくりの工夫（ｐ１８） 

⑩面談による意向調査や、職場内で気軽に話し合える雰囲気づく

りなど、安定して働きよい職場づくりの事例 

 

２ 目標管理制度の導入による職

員のモチベーションの向上の工

夫（ｐ１８） 

 

 

 

 

⑪目標管理制度の導入により、職員のモチベーションの維持に効

果を発揮している事例 

⑫正規職員、契約職員を含め全職員が年間目標を目標管理シート

に記述し、管理者との面接により意見交換している事例 

⑬「職務能力」「対人関係能力」など、自己の目標に添って２人

の評価者の効果測定を通して、職員の意欲を高める事例 

 

 

 

 

 

 

 テーマ 

 

工夫している取組みの基本の考え

方、着眼点 

工夫している取組み等の事例（特に工夫して成果が表れているもの） 

１ 

食事支援 

 

 

 

１利用者の状況に応じて食べやす

い食事の提供と食事方法等の工

夫（ｐ２０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①利用者一人ひとりの摂食機能に応じて食形態を用意すると共

に食事時間、誤嚥防止等の工夫をしている事例 

②利用者の特別食カードを作成し、摂食機能に応じた食形態、除

去食、アレルギー食を提供している事例 

③嚥下機能低下を防ぐための食事前の口の運動等の取組みを行

っている事例 

④嚥下困難な利用者向けの介護食として、口どけ食を考案し、提

供している事例 

⑤食事は、５種類のカロリー分類に加え、６種類の食形態を基本

に、利用者一人ひとりの状況を捉えて提供をしている事例 

⑥疾患に応じて、４種類の食種と、５種類の食形態を用意し、食

種ごとに色分けした献立表、トレイ使用している事例 

２ゆとりある食事時間の確保 

（ｐ２１） 

⑦食事時間は、昼・夕食時に１時間半のゆとりをとっている事例 

３利用者の意見の反映や食事アン

ケート調査等による献立の工夫 

（ｐ２１） 

 

 

⑧利用者代表が給食会議に参加し、利用者の意見を食事に反映で

きるようしている事例 

⑨毎日の食事は週１回以上、選択メニューを実施し、自助食器の

使用など、自分で食事ができるようしている事例 

⑩週１回「肉か魚」の選択メニューを取り入れ、月に２回「リク

エストメニュー」の日を設け食への楽しみを工夫している事例 

⑪昼食時には副菜の選択（３品）を実施している事例 

 

４食事を通じて家族参加、社会性

の確保を目指す工夫（ｐ２１） 

⑫バイキングメニューを活用し、食べることに着目して、食育、

家族再統合、社会性確保などの支援を行っている事例 

 

 

 

領域７  日常生活支援    
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２ 

入浴支援 

 

 

 

 

１毎日の入浴を基本とし、利用者

の状況に応じた入浴時間帯の工

夫（ｐ２１） 

 

⑬入浴は毎日、実施し、夕食前と夕食後の時間帯に利用者の希望

に応じて入浴できるよう対応している事例 

⑭毎日の入浴を基本とし、介助の必要な利用者は夕食前に、その

他の利用者は夕食後に利用できるようにしている事例 

⑮同性介助を原則として、入浴は利用者のペースで入れるように

午前、午後、夜と三部構成で入浴時間が設けられている事例 

 

３ 

排泄支援 

１定時の排泄誘導ではなく、本人

からのサインによる支援（p21） 

⑯定時の排泄誘導ではなく、本人の表情や態度からサインを読み

取って行うようにしている事例 

４ 

健康管理 

服薬管理 

 

 

１口腔衛生、摂食の改善など口腔

ケアを共同して取り組む工夫 

(ｐ２２) 

⑰歯科医と連携して口腔ケアアセスメント、トレーニング及びモ

ニタリングを行い、発声や咀嚼の改善に取り組んでいる事例 

２看護師の巡回による利用者の健

康管理（ｐ２２） 

⑱看護師が各寮を巡回し利用者の健康状態の把握を行っている

事例 

３服薬事故を未然に防止するため

の工夫（ｐ２２） 

 

 

⑲服薬の手順は「与薬システムの確認事項」に従い、５段階の手

順を職員２人で実施する事を基本とし、事故防止を行う事例 

⑳「クスリハット」を作成し、服薬方法から処方、看護師による

ダブルチェックなどの流れを見直し、周知している事例 

５ 

日中活動

支援 

 

 

 

 

 

１利用者個々のニーズに応じて、

日中活動の内容、編成等の工夫 

（ｐ２２～２３） 

 

 

 

 

 

 

(21)作業班に分かれ、活動を実施するほか、作業だけにとらわれ

ず、障害特性に合わせ個別のプログラムを実施している事例 

(22)レクレーションは多彩なプログラムが用意されており、月に

１回は音楽療法士が訪問し指導している事例                        

(23)グループ活動、外出、余暇活動の場において、企画段階から

利用者が関わっていくことができるよう支援している事例 

(24)日中活動が困難になった方の介護予防支援として、出前レク、

絵手紙、裁縫等の活動を取り入れている事例 

２利用者の工賃アップや作業幅の

拡大、就労意欲を高める工夫 

          （ｐ２３） 

 

(25)賃金評価表を活用し、利用者の作業能力を詳細に把握し、利

用者一人ひとりの個別作業支援を実現している事例 

(26)一般人の就労訓練パートナーが職員と協働で利用者の作業支

援を行い、作業の幅を広げている事例 

６ 

地域生活

移行・継続

支援 

 

 

 

 

１地域生活移行に向けた自立生活

の体験機会の設定（ｐ２３） 

 

 

(27)宿泊訓練室で、自立生活を想定した生活体験の機会を設定し、

グループホーム移行への意欲向上を図っている事例 

(28)自立生活訓練棟で、スーパー等へ買い物、食事作りなどの体

験が実施され、地域社会の生活に適応できるよう支援する事例 

２地域生活への移行を想定した居

住スペースの設計、整備（p23） 

(29)地域生活への移行を想定し、居住スペースはグループホーム

をイメージした構造設計となっている事例              

３利用者のニーズや障害に応じた

地域生活移行のプログラム作成 

（ｐ２３） 

(30)地域社会の中でより豊かな生活を築くための「社会生活力プ

ログラム」として、中途障害者向けと先天性若年障害者向けに

それぞれ４つのプログラムを用意し実践している事例 
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